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高経年化したマンションでは、多額

な費用を要する修繕工事は「建替え」

を検討すべき、というご意見から実施

が先送りとなり、劣化が進行してしま

う事例が多く見られます。検討に長い

時間を費やしているうちに時期を逸

してしまうことにもなります。 

国土交通省は「建替え」促進への検

討を進めていますが、現時点での「建

替え」は、駅前などの高条件であって

も各戸の費用負担は大きく、合意形成

のハードルが高いため、その実現は容

易ではありません。 

 コンクリートの建物は、適切な維持

修繕を行うことにより、耐震性に問題

がなければ、１００年は使用できると

も言われております。建物寿命の折り

返しである築４０～５０年の間に、窓

サッシや玄関扉の更新工事や雑排水

管の更新工事、給水管の更新工事など、

建物の一生の間に一度のみの更新で

ある工事を終えると、建物は再生され

より良い住環境で生活することがで

きるようになります。 

 愛着のある建物を大切に、改良改善

により住環境を良好にすることが、こ

れからの「マンション再生」であると

考えております。 

 特に、窓サッシ・玄関扉更新工事に

ついては補助金等を活用しての更新

工事をお勧めします。一昨年までは国

土交通省の省エネエコポイントと経

済産業省の補助金があり、昨年度は経

済産業省の補助金がありました。工事

金額の約 25％程度が補助され、１億円

の工事で 2500 万円程度は補助金で賄

えたということになります。 

 前述のように窓サッシ等の改修は

多額な費用を要することや、各戸の専

有部分内での工事であることから合

意形成までに時間がかかります。しか

も、補助金の申請期間等に制限がある

ため、なるべく早くからの検討が必要

となります。 

 また、高経年の建物においては同じ

窓サッシでも、形状が変わっている場

合や宅内の内装状態によって、施工方

法が同じとは限りません。 

  

 

 

 

 

 

当センターでは、多数のコンサルテ

ィング実績がありますので、様々な問

題について対応することができます。 

 補助金申請に関する複雑な手続き

に関しても対応致しますので、お気軽

にご相談下さい。 

 

  

 

Tel：047-420-3307 

Fax：047-420-3308 

 

Mail：info@jyuukan-center.com 

HP ：http://www.jyuukan-center.com 

 

無料相談会開催中 

省エネ化補助金で窓サッシ更新工事を 

住管センター通信 
 発行：ＮＰＯ住管センター 

日 時 ： 毎週水曜日 13：00～16：00 

場 所 ： 当センターにご来所ください 

 

窓サッシ・玄関扉更新工事 工事見学会のご案内 
最近はマンションの「長寿命化」に向けて、施工実施マンションが増えておりますが、施工場所が各住戸

内であるため、その施工方法や施工現場を管理組合様が実際に目にする機会はほとんどありませんでした。 

この度、当センターでコンサルティング業務を行っている「稲毛海岸三丁目団地」様のご協力により、実

際の作業現場での見学会を開催することといたしました。 

現在ご検討中の管理組合様はもちろん、今後検討を予定して 

いる管理組合様も、この貴重な機会に是非ご参加いただくこと 

をお勧めいたします。 

日 時 ： 平成２８年９月１０日（土） 

１３:００より 

場 所 ： 稲毛海岸三丁目団地 

 

（お問い合せ） NPO 住管センター  

 ０４７－４２０－３３０７ （担当：栗原） 

※ ご相談内容により担当者を選定致しますので、事前 TEL・FAX・メールにてご連絡ください。 
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このたびの熊本地震では、マンショ

ンが被災している姿をテレビ等で目

にしましたので、現在マンションにお

住いの皆さんは、ご自分のマンション

の防災対策がどうなっているのか不

安に感じていることと思います。 

まだ十分な防災対策を行っていな

い管理組合様に、防災活動のポイント

をご紹介致します。 

 

 

1. 居住者名簿の作成 

個人情報を提供することに抵抗を

感じている住民が多いことから、居住

者名簿を躊躇している管理組合もあ

りますが、東日本大震災以降、その必

要性を感じ作成した管理組合が増え

ました。 

居住者名簿作成は、 

 日常の組合活動 

 居住者の安否確認 

 災害時の救援活動 

（要支援者や乳幼児の把握） 

など、安心安全なマンション生活に必

要であることを住民の方々にご理解

いただくことが大切です。 

なお、情報の管理方法について、住

民の方々が合意の上、適切に管理する

ことが望まれます。 

 

2. 緊急時対応の組織体制 

災害はいつ起こるかわかりません。

どんな時間帯でも対応できる組織体

制が必要です。もしもの事態を具体的

に想定しながら組織体制作りをしま

しょう。災害時に大きな戦力となるマ

ンション内の中学生や高校生を把握

しておきましょう。 

まず、ドアに無事を知らせるマグネ

ットなどの安全確認方法や巡回して

それを確認する体制が必要です。 

 

3. 防災マニュアルの作成 

東日本大震災でも、防災マニュアル

に基づきながら、災害時を想定して訓

練を実施していた管理組合は、当然ス

ムーズな対応ができたと当時の話を

しています。 

各住戸の日頃の備えと災害時の初

期対応のみを掲載するマニュアルに

するか、詳細を記載したマニュアルと

するか、マンションに適したものを作

成しましょう。 

また、災害時のためにしまっておく

ものではなく、普段から見られるよう

なものにすることを心がけます。 

 

4. 備蓄 

備蓄品は保管場所の確保や保存料

のコントロールが難しいことから、準

備している管理組合は多くありませ

ん。 

飲食料に関しては、3 日分×居住者

数の量を管理組合で備蓄することは

特に難しいので、飲食料は各戸での備

蓄を基本とし、周知徹底しましょう。

また、管理組合で備蓄しているものも

周知し、各戸で準備すべきものがわか

るようにしましょう。 

管理組合ではハンマーやバールな

ど救助するための道具等を備えるこ

とも必要です。 

 

5. 防災訓練 

防災マニュアルを作成した後は防

災マニュアルに沿って、防災訓練を実

施しましょう。防災訓練を行い、より

使いやすく防災マニュアルを見直す

ことも大切です。 

 

  

防災活動のポイント 
 

 

 
 

 

管理組合活動のご紹介 
   八千代市（３５０戸）：Ｒ団地管理組合様 

マンション理事会の最新トピックスやイベント報告などを住民の

皆さまにお届けする広報誌を作成しています。 

平成 26 年に創刊され年 4～5 回の発行ですが、顧問マンション

管理士栗原さんのご協力のもと 5 名のワーキングメンバーが和気あ

いあいと企画検討や原稿準備を進め、最後に完成した広報誌を各戸

へ丁寧に投函しています。 

管理人さんご紹介やクロスワードパズルなども好評ですが、これ

からも「コミュニティのコミュニケーションを深めること」を心が

け、わかりやすい情報発信に取り組んでおります。 

（広報グループ Ｔ様） 
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近年までは、高経年マンションの再

生といえば、「建て替え」と考えられて

おりましたが、最近は採算性と合意形

成の難しさから、建て替えを断念し、

建物の長寿命化を検討する管理組合

が増えてまいりました。 

建物はいつの日か、建て替えや取り

壊しをする時がくるのですが、現状建

て替えが難しい場合、適切な維持管理

と改良改善により、より良い住環境と

することでマンションを再生させて

いる事例が圧倒的に多くなっていま

す。 

 

今年度の日本マンション学会の市

民シンポジウムでは、稲毛海岸三丁目

団地管理組合様が、団地再生を「建て

替え」から「建物の長寿命化」へと舵

を切ったことが報告されました。 

今回の団地再生のメインは、窓サッ

シ・玄関扉の更新工事と、建物を長寿

命化するための大規模修繕工事です。

この代表的な団地再生である長寿命

化へのコンサルティング業務を当セ

ンターで行っております。 

 

また、当センターでは、千葉市内の９

００戸の団地管理組合様より、「団地

再生に向けた住民アンケート」の支援

業務を委託され、アンケート作成の支

援、団地再生のアドバイス、アンケー

ト調査結果の集計分析、分析結果の報

告会を行いました。 

 

アンケートにより、日々の生活にお

ける苦情や諸問題も当然明らかにな

ったうえに、今住んでいる愛着ある団

地を魅力あるものにしようという、再

生に向けた積極的なご意見を多数集

約することができました。今後はその

結果を受けて、直接住民の方々に意見

交換をしていただき、再生に向けた方

向性をまとめていくお手伝いを行い

ます。 

 

当センターは、建て替えではなく今

ある建物を活かすという団地再生コ

ンサルタントとして活動しておりま

す。建物維持管理に関する専門的な知

識を持つ各専門家と組合運営に関す

る専門的な知識を持つ専門家により、

総合的な再生に向けたお手伝いが可

能です。 

 

 

 

 

 

  

私の団地は日当たり最高！敷地内には様々な種類の草木が

育ち、四季折々の花を楽しむことができます。植物好きの私にはた

まらない、まるで公園の中に住んでいるようです。 

ベランダは限られたスペースですが、充分楽しむことができます。 

最近のお気に入りは多肉植物。気が向いたら水をやる。そんな

ペース、日当たりと風通しの良い環境が合っているのでしょうか。  

とても元気に育っています。 （ ｅｍｉ ） 

                          

 

建て替えから長寿命化へ 
 ～当センターの団地再生コンサルティング 

      稲毛海岸三丁目団地 他大規模団地    

バルコニーで 

喫煙されている方へ 

 

 

 
あるマンションに住む女性が

近隣からのタバコの煙と臭いに

ストレスを感じ帯状疱疹を発症

しました。女性は喫煙していた男

性に対し、手紙や電話で喫煙をや

めるよう求めましたが、改善が見

られないため訴えを起こしまし

た。 

結果、裁判所は女性の健康被害

に対し、損害賠償金として

50,000 円の支払いを命じまし

た。今回の事例では、「男性が迷惑

行為に対する措置を取らなった

ことで精神的損害を与えたこと

は不法行為に当たる」と判断され

ました。 

バルコニーでの喫煙を使用細

則で禁止していないマンション

が多いのですが、禁止されていな

くても喫煙が不法行為にあたる

場合がありますので、ご注意くだ

さい。 

なお、国土交通省の使用細則モデ

ルの禁止行為は、「騒音、振動、悪

臭、煤煙等を発生させる行為」「区

分所有者又は占有者の迷惑とな

る行為」を禁止するとされていま

す。 
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編集後記 

住管センター通信をお手に取って

いただきありがとうございます。 

当センター活動の一環として、住

管センター通信を配布しておりま

す。今後も有益な情報を発信してい

く予定です。よろしくお願い致しま

す。  【住管センター：事務局】 

マンションは単一所有権と異なり、維

持管理には複数者の合意形成が必要

です。少数者の合意が得られないが故

に、適切な管理ができずに、資産価値

が下がってしまう危険性もあります。 

また、管理組合に専門的な知識が不足

していることから、円滑な組合運営が

できない、またはその負担から役員の

なり手がいないなどの問題を抱える

管理組合が増えています。 

そのような問題を解決するためには、

マンション管理組合に技術的な面と

組合運営面の専門家のトータル的な

バックアップが必要であると考え、当

センターを設立しました。 

当センターは、意欲あるマンション

管理士・弁護士・税理士・行政書士・

一級建築士・一級建築施工管理技士・

建築設備士などのマンション管理の

専門家や役員経験者等をスタッフと

したマンション管理の総合コンサル

タントとして、マンション管理の諸問

題をトータルにサポートしておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターの概要 

【名 称】 特定非営利活動法人 集合住宅等管理支援センター 

（略称：NPO法人 住管センター） 

【所在地】 千葉県船橋市印内町６０３−１ 田中ビル６２１ 

（西船橋駅南口から徒歩１分） 

【電 話】 ０４７−４２０−３３０７ 

【ＦＡＸ】 ０４７−４２０−３３０８ 

【Ｈ Ｐ】 http://www.jyuukan-center.com 

【Ｅmail】 info@jyuukan-center.com 

【設 立】 平成１５年８月 

【認 証】  千葉県知事認証 

 

 

公益的活動 
マンションが抱える問題について、無料相談会・出張相談会・セミナー

等を行っております。また、住管センター通信を発行し、最新情報を管

理組合様にお届けしております。 

 セミナー 

 工事見学会 

 機関紙の発行 

 各種無料相談会 

 

収益事業 
当センターは、NPO 法人を運営するために収益事業を行っています。 

一級建築士および施工管理技士が中心となり、一級建築士事務所登録を

して建物維持管理コンサルティング業務を、またマンション管理士が中

心となり組合運営コンサルティング業務を行っております。マンション

管理の専門家として、管理費や修繕積立金が組合員の大切な資産である

ことを熟知しているからこそ、費用は、人件費およびセンター運営費の

みとし安価に抑えています。 

 

建物維持管理コンサルティング業務 

 大規模修繕工事コンサルティング業務 

 建物調査診断業務 

 窓サッシ・玄関扉更新工事コンサルティング業務 

 給排水設備改修工事コンサルティング業務 

 電気幹線増量工事・省エネ化推進工事コンサルティング業務 

 テレビ共聴設備改修コンサルティング業務 

 長期修繕計画策定および見直し業務 他 

組合運営コンサルティング業務 

 管理組合運営・理事会・各種委員会支援 顧問業務 

 管理費滞納問題解決支援業務 

 管理規約改正支援業務 

 管理会社見直し支援業務 

 管理費削減コンサルティング業務 他 

 

 

マンション管理総合コンサルタント事務所（一級建築士事務所・マンション管理士事務所） 

ＮＰＯ法人 住管センターのご案内 

ＮＰＯ法人とは 
NPO法人とは、「特定非営利活動法人促進法」

に基づいて設立された法人で、Non Profit 

Organization（非営利組織）の略称で、公益

性があり、金銭的利益をもたらすことを目

的としない特定の活動を行う団体のことを

言います。 

当センターは、NPO 法の特定の非営利の活

動１２分野（改正後分野は増加しています）

のうち、町づくりの推進を図る活動・環境

保全を図る活動・地域安全活動を行う団体

として、平成１５年に千葉県知事より法人

として認証されました。 

 


